
　　業種区分 登録有効期間

建設工事 令和３年　４月　１日から
令和４年　３月３１日まで（１年間）

　　　※工事は毎年申請が必要ですのでご注意ください。

測量・建設コンサル等 令和３年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで（２年間）

物品等 令和３年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで（２年間）

業者名

（上記へ名称又は商号を記入してください）

〒０３４－８６１５
青森県十和田市西十二番町６番１号
十和田市　総務部　管財課　契約係

<TEL>  0176-51-6714
<FAX>  0176-25-2049

　注意

　　　　裏面に印刷したものを同封してください。

（1）申請時に持参してください。
（2）郵送により申請する場合は、受領書（Ａ４）と返信用封筒（８４円切手貼付）もしくは受領書（ハガキ）を葉書

受付印

受　　　領　　　書

　申請書を審査した結果、競争参加資格があると認定された場合は、令和３年４月１日付けで「工事業者格付
表」及び「物品・建設コンサルタント等業者名簿」に登載となり、それぞれ当市ホームページで公表します。

<ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ>  http：//www.city.towada.lg.jp/

　下記の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書を受領しました。

様



を受領しました。

業種区分 登録有効期間

令和３年４月1日から
令和４年３月31日まで

　　　※工事は毎年申請が必要ですのでご注意ください。

令和３年４月１日から
令和５年３月31日まで

令和３年４月１日から
令和５年３月31日まで

受付印

〒０３４－８６１５
青森県十和田市西十二番町６番１号
十和田市　総務部　管財課　契約係
TEL　0176－51－6714
FAX　0176－25－2049

受領書

　下記の一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

建設工事

測量・建設ｺﾝｻﾙ等

物品等


